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約・申込みすること。 

なお、メール件名には「【会社名（略称可）】上野小改築事業参考資料貸

与申込」と明記し、送信後、電話にて、本市が受信したことの確認を行う

こと。 

※メール送信先アドレス及び受信確認先の電話番号は、下欄「受取場所」

に示す通りとする。 

受取方法 

【期間等】 

期間：令和６年５月１４日(火)～７月１１日(木)(土・日・祝日除く) 

時間：９時～１１時及び１３時～１６時 

ただし、やむを得ないと市が認める場合は、上記期間以降にお

いても貸出する場合がある。 

【受取場所】 

大阪府豊中市中桜塚 3-1-1 
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第１章 総則 

本書の位置づけ 

豊中市立上野小学校建替え（改築）事業要求水準書（以下「本要求水準書」という。）

は、豊中市（以下「本市」という。）が豊中市立上野小学校（以下「本施設」という。）の

設計・建設事業（以下「本事業」という。）の実施にあたって、本事業を実施する事業者

（以下「事業者」という。）に要求する施設等の水準を示すものである。 

なお、事業者の創意工夫、アイデア、ノウハウ、技術力を最大限に生かすため、各要求水

準については、基本的な考え方を示すのみとし、基本理念を達成する方法・手段等につい

ては、事業者の発想に任せることとする。 

但し、内外装仕上材、家具、設備機器等は、原則、庄内さくら学園及び現在建設中の庄内

よつば学園と同等以上のものとすること。 

本事業の目的 

本市では、「豊中市学校施設長寿命化計画（令和３年（2021年）３月策定）」に基づき、

長期活用することが可能な学校施設については、早期に長寿命化改修工事を実施し目標耐

用年数を確保していくものとし、一方で、長期活用することが困難な建築年数の古い校舎

が多い学校施設については、順次改築していくとした方針のもと、個別施設計画に基づく

事業を実施している。 

このような中で、本施設は、建築後６０年以上が経過し、老朽化が進んでおり、また、高

低差のある敷地や児童数の増加により建築当時とは異なる学校運営上の課題が生じている。 

本事業では、設計・建設を事業者に委ね、長期的な観点での整備コストの縮減と高い品

質の確保を図ることを目的とする。また、民間の活力やノウハウ、アイデアを導入するこ

とにより、課題を解決し、安全で快適な新たな教育の場が創り出されることを期待するも

のである。 

本事業の理念 

本施設については、令和５年度に供用開始の庄内さくら学園及び現在建設中の（仮称）

よつば学園の設計図書を参考に、安心・安全で快適な教育環境を整えることに加えて、変

化する教育内容に対応し、将来に向けて質の高い教育を提供できる施設づくりを期待する

ものである。 

また、本施設の教育目標等は以下の通りであり、これらを実現できる学校づくりを目指

すものとする。 

本施設の教育目標等 

広い視野で考え、豊かな心と主体的な行動力をもった子どもの育成 

〇 求める児童像 

・ 自らよく考え、創意工夫する子ども（確かな学力） 

・ 助け合い、認め合い、仲良くする子ども（豊かな人間性） 

・ めあてをもって体力を伸ばし、健康づくりにはげむこども （健康・体力） 

〇 帰国・渡日児童教育の推進 

個々の児童のニーズに応じたきめ細かな指導 

1. 学校生活における不安の早期発見につとめ、情緒の安定をはかる。 

2. 生活面、学習面のつまずきを把握し、その指導の充実をはかる。 

3. 見学したり、体験したりすることにより、日本の文化や生活に親しませる。 
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4. 帰国児童の海外での生活体験を生かすとともに、全校児童の国際理解教育を

深める。 

5. 保護者への啓発をはかる。 

〇 国際社会で活躍できる人材の育成 

地球視野に立って、主体的に行動するために必要と考えられる態度・能力の基礎

を育成するための教育の推進 

学校づくりの考え方（本事業のコンセプト） 

本事業の概要 

本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11

年法律第117号）」に準じ、本市が資金を調達し、上野小学校の既存施設の解体、新施設の

設計・建設までの一連の業務を、本市と契約を締結した事業者が行う方式（ＤＢ: Design 

Build）により実施する。 

本事業の範囲 

本事業の対象範囲は、以下のとおりとする。なお、（１）～（４）までの業務を総称して

「本業務」という。 

設計業務 

工事監理業務 
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建設業務 

既存施設の解体撤去等業務 

本事業の実施スケジュール 

基本要件 

本事業のスケジュール案 

表1のように想定しているが、基本要件を満たしたうえで、本事業についてはデザイン

ビルド方式であることからその趣旨に鑑み、仮設計画、施設の配置計画、工期の短縮、
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工事費の縮減、児童等の安全安心を確保した上での新施設への早期供用開始が可能な提

案を期待する。 

 

【準備工事】 

プール棟等解体工事を行う。 

 

【第１期工事】 

造成工事、新設校舎等（屋内運動場を含む。）の整備を行う。 

 

【第２期工事】 

既存施設の解体工事、造成工事、残りの校舎すべての整備を行う。 

 

【残工事】 

既存施設の解体、屋外運動場及び外構の整備を行う。 

表 1 本事業のスケジュール案 

令和 7年度 令和 7年 4月 本事業の契約締結 

令和 7年 4月 基本設計着手 

令和 8年 1月 基本設計完了、実施設計着手 

令和 8年度 令和 8年 7月 解体工事設計着手 

令和 9年 1月 実施設計完成 

令和 9年 1月 準備工事着工 プール棟等解体工事 

令和 9年 3月 計画通知審査完了 

令和 9年度 令和 9年 4月 第１工区着工 造成・建築工事 

（新施設校舎の着工は令和 9年 7月 1日以降） 

令和10年度 令和 10年 10月 第１工区完了、第１期校舎引渡し 

令和 10年 12月 第１期校舎供用開始 

第２工区着工 既存施設解体工事 

令和11年度 令和 11年 8月 造成・建築工事 

令和12年度 令和 13年 2月 第２工区完了、第２期校舎引渡し 

令和13年度 令和 13年 4月 校舎全面供用開始 

残工事着工 既存施設解体工事 

令和 13年  9月 屋外運動場整備着工 

令和 14年 1月 竣工 

事業者による管理 

遵守すべき法令等 

本事業の遂行に際しては、設計、工事監理、建設、解体撤去の各業務の提案内容に応じ
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て関連する以下の法令、条例、規則、要綱などを遵守するとともに、各種基準、指針等につ

いても、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にするものとする。  

なお、本要求水準書に記載の有無に関わらず、本業務に関わる法規制についても遵守す

ること。 

また、適用法令及び適用基準は、本業務着手時の最新版を遵守するものとし、本業務の

期間中に改訂された場合は、事業者は改訂内容についてできる限り対応することに努める

こととし、その対応内容については、本市と協議を行うものとする。改定内容への対応に

別途追加費用が発生する場合は、本市の負担とする。 

法令等 

・地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

・建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

・都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

・宅地造成等規制法（昭和 36年 11月 7日法律第 191号） 

・景観法（平成 16 年法律第 110号） 

・水道法（昭和 32 年法律第 177号） 

・下水道法（昭和 33年法律第 79号） 

・文化財保護法（昭和 25年法律第 214号） 

・道路法（昭和 27 年法律第 180号） 

・道路交通法（昭和 35年法律第 105号） 

・電気事業法（昭和 39年法律第 170号） 

・電波法（昭和 25 年法律第 131号） 

・航空法（昭和 27 年法律第 231号） 

・ガス事業法（昭和 29年法律第 51号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第 53号） 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号） 

・資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法律第 48号） 

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54年法律第 49 号） 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号） 

・公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第 18号） 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13年法律第

5号） 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号） 

・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法

律（平成 22年法律第 36号) 

・土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 

・水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

・大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号） 

・悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 

・消防法（昭和 23 年法律第 186号） 

・騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 

・振動規制法（昭和 51年法律第 64号） 

・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64号） 

・警備業法（昭和 47年法律第 117号） 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・食育基本法（平成 17年法律第 63号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号） 

・健康増進法（平成 14年法律第 103号） 
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・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91号） 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

・学校教育法（昭和 22年法律第 26号） 

・学校保健法（昭和 33年法律第 56号） 

・学校図書館法（昭和 28年法律第 185号） 

・学校給食法（昭和 29年法律第 160号） 

・各種の建築関係資格法・建設業法・労働関係法 

・その他関係法令等 

条例等 

・豊中市建築基準法施行条例（平成 16年豊中市条例第 9号） 

・大阪府福祉のまちづくり条例（平成 4年大阪府条例第 36号） 

・大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成 6年大阪府条例第 6 号） 

・豊中市環境基本条例（平成 7年豊中市条例第 29号） 

・豊中市都市景観条例（平成 12年豊中市条例第 31号） 

・豊中市土地利用の調整に関する条例（平成 16年豊中市条例第 31 号） 

・豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例（平成 16年

豊中市条例第 32号） 

・廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成 5年豊中市条例第 5号） 

・豊中市個人情報保護条例（平成 17年豊中市条例第 19号） 

・豊中市火災予防条例（昭和 37年豊中市条例第 16号） 

・豊中市下水道条例（昭和 39年豊中市条例第 17号） 

・その他関係条例等 

基準・指針等 

・小学校設置基準及び小学校施設整備指針 

・学校給食衛生管理基準 

・学校図書館施設基準 

・学校環境衛生基準 

・ヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドライン 

・豊中市グリーン購入推進ガイドブック 

・その他開発建築に関する大阪府・豊中市関連要綱及び各種基準 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

・公共建築木造工事標準仕様書 

・建築物解体工事共通仕様書 

・公共建築設計業務委託共通仕様書 

・建築工事監理業務委託共通仕様書 

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

・建築設計基準 

・建築設備設計基準 

・建築設備設計計算書作成の手引 

・建築設計基準の資料 

・建築構造設計基準 

・建築構造設計基準の資料 

・構内舗装・排水設計基準 
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・構内舗装・排水設計基準の資料 

・公共建築工事積算基準 

・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 

・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） 

・建築工事監理指針 

・建築改修工事監理指針 

・電気設備工事監理指針 

・機械設備工事監理指針 

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

・E の数値を算出する方法並びに V0 及び風力係数の数値を定める件（平成 12 年建設省

告示第 1454号） 

・屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるため

の構造計算の基準を定める件（平成 12年建設省告示第 1458号） 

・改訂版ガラスを用いた開口部の安全設計指針（一般財団法人日本建築防災協会） 

・建築設備耐震設計・施工指針（一般財団法人日本建築センター、独立行政法人建築研究

所監修） 

・遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014（一般社団法人日本公園施設業協会） 

・大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省） 

・豊中市環境配慮指針 

・給水装置工事施行指針（豊中市上下水道局） 

・豊中市排水設備指針（豊中市上下水道局） 

・大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省） 

・豊中市学校給食における食物アレルギー対応の手引き 

・工事提出書類作成要領、受注者検査要領 

・電気技術指針 

・その他の関連要綱 

・各種基準等  
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第２章 諸条件 

対象用地の特徴 

敷地条件 

本事業の敷地条件は、図1、表2のとおりである。なお、敷地に関する規制内容等につい

ては事業者が適宜確認等を行うこと。 

 

  
（１：２５００地形図（豊中市）を加工して作成） 

図 1 計画地位置図 

  

計画地 

Ｎ 
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表 2 敷地概要（現況） 

位置 大阪府豊中市上野東 2丁目 8-8 

敷地面積 17,377 ㎡（うち、屋外運動場 5,290㎡） 

用途地域 第一種低層住居専用地域 

容積率 150％ 

建蔽率 60％ 

防火地域 指定なし（ただし、建築基準法第 22条区域に指定） 

高さ制限 絶対高さ 10ｍ 

日影規制 1.5ｍ、4時間、2.5時間 

接道条件 
西南側道路：上野東第１７号線 幅員 1.82～ 4.8ｍ 

北側道路 ：上野新田線    幅員 6.8 ～16ｍ 他 

インフラ条件 

事業者は、本事業に係る提案内容の検討及び実施にあたり、各種インフラ条件に関して、

自らの責任において関係機関や供給事業者への確認を行うこと。 
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本施設の概要 

本施設の概要 

延床面積 約 12,000㎡ 但し「資料 1 必要諸室リスト｣を参照のうえ、事業者

の提案により適切な規模とする。 

構造条件 ＲＣ造を基本とするが、Ｓ造、ＳＲＣ造及び混構造など、本要求水準

書の要件を満たしたうえで事業者の提案による。 

屋外運動場 7,200㎡以上でできる限り広くする。 

屋外運動場、倉庫、トイレ、遊具、時計、音響設備、水飲み場、手洗

い場・足洗い場等を配置する。 

外構 大型車両（給食配送車、緊急車両、ごみ収集車等）及び来校者の動

線・駐車スペース、スクールバス（大型バス２台程度）停留・展開ス

ペース、駐輪場を確保。 

通路、門扉・フェンス、植栽等を設置。 

諸室の構成 

区分 諸室等 ( )内は室数 

教室・児童活動 

ゾーン 

普通教室等 普通教室(42)、少人数教室(1)、日本語教室(1)、

特別支援教室(13)、通級指導教室(1) 

特別教室 理科室(1)、音楽室(2)、図工室(2)、家庭科室(1)、

生活科室(1)、外国語教室(1) 

児童活動等諸室 児童会室(1)、放送室(1)、飼育小屋(1) 

管理ゾーン 教職員専用諸室 校長室(1)、職員室(1)、事務室(1)、印刷室(1)、 

教材教具室（適宜）、用務員室(1)、倉庫(適宜）、 

会議室(1)、教職員更衣室(2)、休憩室(2) 

共用諸室 保健室(1)、相談室(4) 

地域連携ゾーン 全学年共用諸室 多目的室(1)、学校図書館(メディアセンター)(1) 

体育施設 屋内運動場(1)、屋外運動場(1) 

放課後児童クラブ室 放課後こどもクラブ室(8) 

保護者・ 

地域連携諸室 

ＰＴＡ室(1)、地域連携室(1)、倉庫（適宜） 

その他施設等 共用部 児童用更衣室（適宜）、昇降口（児童用昇降口、 

来校者・教職員用玄関）、廊下・階段等、トイレ 

給食施設 配膳室（各階1） 

防災施設 備蓄倉庫(1)、コミュニティ防災資機材庫(1) 

屋外施設等 菜園等、屋外倉庫、屋外用トイレ、 

ごみ置き場・機械室等、警備員室 

児童数等の想定 

設計計画の参考として、児童数等を表3のとおり想定している。 

表 3 児童数等の想定 

児童数 約１，１００人 

教職員数 約９０人 

学級数 ３４学級 

放課後こどもクラブ在籍数 ３２０人 
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【参考】児童推計  
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11年度 

学級数 在籍数 学級数 在籍数 学級数 在籍数 学級数 在籍数 学級数 在籍数 学級数 在籍数 

1学年 5 166 5 164 5 155 5 173 5 168 6 183 

2学年 6 211 5 171 5 170 5 160 6 179 5 173 

3学年 5 183 6 215 5 175 5 174 5 164 6 183 

4学年 5 174 5 185 6 217 6 177 6 176 5 166 

5学年 6 190 5 178 6 190 6 222 6 181 6 180 

6学年 5 183 6 190 5 178 6 190 6 222 6 181 

特別支援 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 

計 45 1,107 45 1,103 45 1,085 46 1,096 47 1,090 47 1,066 

 

【参考】放課後こどもクラブ在籍者数推計 

放課後 

こども 

クラブ 

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11年度 
ｸﾗｽ数 在籍数 ｸﾗｽ数 在籍数 ｸﾗｽ数 在籍数 ｸﾗｽ数 在籍数 ｸﾗｽ数 在籍数 ｸﾗｽ数 在籍数 

4 266 5 271 5 273 6 280 7 294 8 312 

地域等の施設使用の想定 

本施設のうち、地域住民等による一般利用を想定している施設の使用日・時間について

は、表4の通りである。 

但し、学校教育活動に支障のない限りにおいての使用とする。 

表 4 地域等の施設使用 

施設名 想定される使用者 使用日・時間 

放課後こども 

クラブ室 
登録児童 

平日  放課後～19：00 

土曜日  8:00～17:00 

三期休業中及び創立記念日等の休業日

の平日  8:00～19:00 

多目的室 予約している地域団体等 学校運営時間外 

学校図書館 地域住民 学校運営時間外 

屋内運動場 
児童、予約しているスポーツ

団体・地域団体等 

平日 放課後～21：00 

土日祝・三期休業中  9：00～21：00 

屋外運動場 
児童、予約しているスポーツ

団体・地域団体等 

平日 放課後～17：00 

土日祝・三期休業中  9：00～17：00 

ＰＴＡ室 ＰＴＡ 常時 

地域連携室 公民分館等 常時 
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第３章 設計業務に関する要求水準 

設計業務における基本的な考え方 

造成計画・ランドスケープ計画の考え方 

建築計画の考え方 
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 プール解体から工事着手し、工事車両乗り入れ通路を確保すること。 

 プール授業は、外部運営体に大型バスにて移動して行うため、大型バスが２台程度

停車できるスペースを確保すること。そのスペースは雨天時に雨ざらしにならない

よう工夫をすること。 

 屋外運動場についてはなるべく使用できるような計画とすること。 

 屋内運動場は、第１期工事にて配置すること。なお、非常災害時避難所となること

から、現屋内運動場又は新屋内運動場のいずれかは、常に使用できるような工事工

程とすること。これは、とよなか同報通信システム拡声子局をはじめその他防災設

備についても同様である。 

 給食配膳室は、第１期工事にて配置すること。その場合でも、第２期工事中、現配

膳室を並行使用する計画とすること。これは、エレベーターがなく児童が配膳室ま

で給食を取りに行く本施設の現況を踏まえ、第２期工事中現施設に在籍する児童の

安全な動線を確保するためであるから、この手法より安全で効率的な手法がある場

合は、その提案を妨げない。 

 給食配膳室については、当市学校給食課の要望に留意すること。 
 

当市学校給食課の要望 

（１）工事期間中の配送関係 

工事期間中（第１期工事・第２期工事）も給食を提供するため、給食配送トラッ

ク（３t車）（米飯パン・牛乳含む）委託事業者との各種調整が必要 

① 鍵やセキュリティの運用 

② 配送時間・配送ルートの調整 

③ 導線の確保・道路の広さ・切り返し場所の提供 

（２）工事期間中の配膳室の運用 

工事期間中、既存の配膳室を使用する前提で、第１期工事・第２期工事期間そ

れぞれの給食当番の導線の確保について学校内での調整が必要。 

工事期間中の給食当番の導線の変更に伴う配送時間の変更について確認が必

要。（配送時間を変更する場合は、委託事業者との調整が必要） 

 

 第１期工事の設計思想として優先する諸室は、1.普通教室 2.特別教室 3.特別支

援教室・通級指導教室 4.その他学校教育として必要な諸室 5.放課後こどもクラ

ブ室 6.地域連携諸室とする。 

 放課後こどもクラブ室については、工事中確保できない場合は、第１期工事で普通

教室等と共用とすることも可能な仕様とすること。ただし、早い段階で専用室の確
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保が望ましい。 
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【共通】 

【外部仕上げ】 

【内部仕上げ】 
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構造計画の考え方 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

Ⅱ類 

※木造とする場合も

同等の分類とする 

大地震動後、構造体の大きな補修をすること

なく建築物を使用できることを目標とし、人

命の安全確保に加えて機能確保が図られてい

る。 

非構造部材 Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行

ううえ、又は危険物の管理のうえで支障とな

る建築非構造部材の損傷、移動等が発生しな

いことを目標とし、人命の安全確保に加えて

十分な機能確保が図られるものとする。 

建築設備 乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の

防止が図られていることを目標とする。 

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部）」参考資料より 

建築設備計画の考え方 
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 照明器具、コンセント等については、学校運営等に必要な配置に配慮し、十分な数

を確保すること。 

 エコマテリアル電線等の採用を積極的に行うこと。ただし、やむを得ない場合はこ

の限りではない。 

 照明設備は学校環境衛生基準における推奨基準を満足する配置を計画すること。 

 照明器具は、各室の用途と適性を考慮して、それぞれ適切な機器選定を行うこと。

また器具の種別を必要最小限とすることにより、維持管理を容易なものとすること。 

 照明設備は、ＬＥＤ照明とすること。 

 照明器具は、グレアを与えない器具とすること。 

 蒸気や湿気が発生する場所に設置する照明器具は、その対策を施してある器具とす

ること。 

 高所にある器具に関しては、清掃や交換等の維持メンテナンスが容易にできること。 

 外部の照明設備はソーラー街路灯とすること（自動あるいは時間点灯・消灯機能付

き）。 

 諸室内の照明スイッチは、各室と職員室に設置し、消し忘れ防止のため職員室にて

集中管理ができるようにすること。 

 トイレに設置する照明を含む設備類は、人感センサーを利用すること。 

 トイレの個室すべてに将来的に瞬間式温水洗浄便座をつけることを想定してコン

セント設備を設置すること。 

 高速無線ＬＡＮサービス（別契約）を利用することができるよう配管配線及び情報

コンセント等を設置すること。 

 無線ＬＡＮの規格は最新のものとする。なお、旧規格の端末と接続ができるよう後

方互換及びデュアルバンドに対応すること。 

 導入する無線ＬＡＮ装置には、個人情報の情報漏洩防止等に配慮して決定すること。 

 電波が届かないエリアやアクセスポイント同士の電波の干渉がないよう配慮し、良

好なネットワーク環境を構築すること。 

 各室毎に学校教育の場として利用が想定される最大人数が同時に接続可能な環境

を整備すること。 

 配線仕様は最新のものとする。ＬＡＮ技術の革新に対応して配線敷設替えの容易な

構造とすること。 

 インターネット回線の引込方法等については、発注者の指示によること。 

 使用するハブ、ルーターは、ＰｏＥ給電に対応したものとすること。 

 情報コンセントは、端末・出力機器等の配置を考慮して適切な位置に十分な数を設

置すること。 

 現有システムの移設、敷設に際しては、当市教育センター、デジタル戦略課、教育

総務課その他担当課と協議・調整すること。 

 事務室の端末のうちＳＳＣ端末（府費教職員の給与等にかかる府のシステム）の移

設は大阪府教育委員会の契約業者によるため、移設に際しては当市教職員課と調整

すること。 

 施設出入口等にカメラ付きのインターホン等を設置すること。親機は、職員室及び

放課後こどもクラブ室に設置すること。 

 バリアフリートイレに非常用発報装置を設置し、作動させた場合、廊下に設けた表
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示灯の点灯と同時に職員室にて警報発報する仕組みを設けることで、迅速に対応で

きる計画とすること。 

 電話、校内放送及びテレビ放送（ハイビジョン・地上波デジタル・４Ｋ・８Ｋ対応）

受信設備（ＣＡＴＶ）を設置すること。なお、ＢＳ・ＣＳの配線も将来に備え行う

こと。また、学年毎に校内放送を別系統とすること。なお、校内放送設備は放送室

に設置し、職員室からもリモートマイクロホンなどで音声による放送ができるよう

にすること。 

 校内各部屋からの職員応答等、施設における電話設備（内線・外線）等を設置する

こと。 

 夜間・休日の自動応答装置を設置すること。 

 警備システムについては、機械警備を基本とし、校舎と屋内運動場、また、校舎内

においてもゾーニングを考慮して計画し、配管及び予備線を整備すること。なお、

機械警備の契約は別途とする。  

 監視カメラ（録画機能付き）については、敷地出入口（門など）、施設出入口（昇降

口など）や、階段周辺、校舎裏などの死角に設置し、監視モニターによる職員室で

の一元管理を行う等、一体的に管理できるように整備すること。 

 外部との出入箇所については必要に応じて電気錠設備を設置すること。 

 敷地内にはとよなか同報通信システム拡声子局（スピーカー）、コミュニティ防

災資機材庫が設置されている。当該機能の空白期間を作らないよう、新校舎へ

の移設等も含め適切な工事を行うこと。ただし、拡声子局については支柱等の

土台の工事を想定しており、機器の設置及び受電の調整は市が別途行うため、

事前に本市担当課へ確認、調整を行うこと。 

 防災用の電話回線、公衆無線ＬＡＮや無線機器用のコンセント等を適切に移設・設

置等すること。なお、公衆無線ＬＡＮは、避難所開設時にのみ一般開放する設備で

ある。 

 ガスを使用する室には、ガス漏れ検知器を設置すること。 

 自然エネルギーを活用した発電設備を導入すること。なお、太陽光発電は必須とし、

発電設備全体の発電量は１０ｋＷ以上とする。また、児童の環境教育に寄与できる

ような提案をすること。  

 メーターは、学校生活に支障のない場所に設置すること。 

 変圧器容量は電気設備の規模に応じて想定するものとし、将来用にキュービクル基

礎に増設スペースを設け、幹線追加ができるよう整備すること。  

 省エネルギーを考慮した機器を選定すること。 

 電源設備は通信・情報・音響等に高調波等の影響を及ぼさないこと。 

 幹線設備は、点検・修繕等の容易さに配慮すること。 

 屋内運動場の非常用発電については、災害発生時や避難所として運用の際、空調設

備は停電時でも７２時間以上使用できるものとし、省スペースの整備計画とするこ

と。また、電灯・コンセント・換気設備も同様に計画すること。 

 運転操作は手元盤で行えるように計画し、安全を確保すること。 

 各機器の近くで電源を入り切りできる等、メンテナンス時の安全性に配慮すること。 
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 全教室及び管理諸室、廊下に電気時計を設置し、授業等時間情報を一元管理できる

こと。 

 親時計は総合盤内に設置し、放送チャイムと連動とすること。 

 時刻補正は自動で行うことができること。 

 屋外に設ける時計は、太陽光発電も可能なものとすること。 

 換気・空調設備が必要な諸室は「資料 1 必要諸室リスト」に示す。 

 空調は教室・児童活動ゾーン、管理ゾーン、地域連携ゾーン、共用部等に分け、適

切に計画すること。なお、職員室にて集中管理できるよう計画すること。 

 シックスクール対策、感染症対策として、空調を設置する室には全熱交換器や換気

扇を設ける等、十分な換気（湿気・結露対策）ができるよう配慮すること。 

 普通教室及び屋内運動場、吹き抜け等の大空間については、自然換気の積極的な活

用を図ること。 

 空調方式及び空調設備の形式は、空調負荷、イニシャルコスト及びランニングコス

ト等を比較検討し、適正な室内環境を維持できるものとすること。 

 換気設備のフィルターは、蚊などの小さな虫を通さない仕様とすること。 

 屋内運動場の空調設備については、地域団体の使用時にプリペイドカードのカード

タイマー又はコインタイマー課金機等の装置を予定しており、将来この機器の設置

に向けたスペース確保や空配管（予備線とも）の仕込みまで行うこと。 

 本市上水道水による給水設備とし、衛生的かつ合理的で経済性に優れ、メンテナン

ス性に配慮した計画とすること。 

 給水負荷の変動を考慮した計画とすること。 

 受水槽は原則として設置しない給水方式とし、本市上下水道局と協議すること。  

 給湯設備が必要な諸室は「資料 1 必要諸室リスト」に示す。 

 雨水利用設備を設け、敷地内の植栽への自動灌水等への活用を検討すること。 

 雨水流出抑制施設については、本市上下水道局と協議の上、決定すること。  

 飲み水栓については、本市上下水道局と協議の上、決定すること。  

 衛生器具類は、高齢者及び障害者にも使いやすいものを採用すること。なお、低学

年の児童に対して十分配慮し、児童の成長過程にあわせた器具を採用すること。 

 衛生器具は維持管理しやすく清掃性に優れたものとすること。 

 大便器はすべて洋式便器とし、節水や省エネルギー、省資源に配慮した器具を採用

すること。 

 各女子トイレ、各男子トイレに 1基以上の温熱便座を設けること。 

 教職員用のトイレはすべて瞬間式温水洗浄便座とし、個室には擬音装置を設けるこ

と。 

 バリアフリートイレ以外の大便器はフタを設けること。 

 大便器、小便器の洗浄スイッチは非接触のセンサー式とすること。 

 手洗い器の種類は、ＬＣＣや感染症への対策、書道用具・絵画用具の洗浄など学年

ごとの性質などを勘案し、計画すること。 
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 ガス設備を設ける室には、ガス漏れ警報装置を設置すること。 

 １３人乗り以上のエレベーターとすること。 

 エレベーターのかご内には緊急連絡用のインターホンを設置し、迅速に対応できる

ようにすること。連絡先は職員室及び保守事業者とすること。 

 ストレッチャーに対応できるものとすること。 

 内部が視認できる仕組みを持っていること。 

 ２基設置すること。 

 ２基のうち 1 基は、給食配膳用を兼用すること。２方向に出入口を設ける等して、

出入口のうち１か所は各配膳室直結とすること。給食配膳時間帯には、フロアから

のボタン操作無効化を取り入れるなど給食配膳専用とするよう仕様を計画するこ

と。当該エレベーターは、クラス用カートを４台積載することを想定すること。 

 用途を十分に考慮して配置を計画すること。 

外構計画の考え方 
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設計業務の内容 

事前調査等業務 

基本設計及び実施設計業務の内容 

設計業務に係る各種申請等の業務 
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各種報告、説明会、会議、ワークショップ等の支援業務 

引越し計画作成及び支援業務 

その他関連業務 
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表 5 業務開始時提出書類（契約後速やかに） 

品 目 部数 備 考 

業務責任者通知 

２ 

管理技術者届兼経歴書、 

現場代理人届兼経歴書、 

監理技術者届兼経歴書含 

業務着手届 ２  

組織図 ２ Ａ３判 

再委任通知書、再委任事務所担当表 ２ 設計業務を再委任する場合 

契約工程表（設計、工事含） ２ バーチャート  Ａ３判 

業務工程表（設計、工事含） 2 ネットワーク  Ａ３判 

 

 

表 6 実施設計図書 

品 目 部数 備 考 

要求水準との整合性の確認結果報告書 ２  

提案項目との整合性の確認結果報告書 ２  

基本設計書 ２  

設計概要説明書 ２ Ａ４判 

設計図（建築、電気設備、機械設備） 

２ 

４ 

１ 

Ａ１判（二ツ折製本） 

Ａ３判（二ツ折製本） 

原図 

設計資料 ２ 設計・積算根拠 

構造比較検討書 ２ 基本構造、基礎、杭等 

構造計算書 ２ Ａ４判 

積算数量調書 ２ Ａ４判 

空調方式比較検討書 ２ Ａ３判またはＡ４判 

水理計算書 ２ Ａ４判 

設備設計計算書 ２ Ａ４判 

工事費内訳書 ２ Ａ４判 

計画通知等、関係規定申請図書一式 ３ Ａ４判 

備品リスト ２ Ａ４判 

完成予想３DCG 動画 １ 
CD-R 又は DVD-R 

外観、内観計3分以上 

完成予想パース図(外観、内観各１カット以上) ２ Ａ３判 

長期修繕計画書 ２ Ａ４判 

保守点検項目整理表 ２ Ａ４判 

維持管理費概算 ２ Ａ４判 

調査業務実施計画書 ２ 各調査業務 

調査業務報告書 ２ 各調査業務 

打合せ記録簿 ２ Ａ４判 

設計図等電子データ ２ CD-R 又は DVD-R 

提案内容により必要となる資料 ２ 適宜 

建築物除却届等 ２ Ａ４判（左綴じ製本） 

その他 必要とされる資料 適宜 本市と協議 
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第４章 工事監理業務の要求水準 

工事監理業務の対象業務、概要 

工事監理業務の対象は、本施設の建設業務（本事業用地の造成工事を含む。）、既存施設

の解体撤去業務とする。 

事業者は、本要求水準書、事業者提案、業務契約書等に基づき、建築基準法及び建築士

法に規定される工事監理者を設置し、設計図書と工事内容の整合性の確認及び諸検査等の

工事監理を行い、定期的に本市に対して工事及び工事監理の状況を報告することとする。 

工事監理業務の内容 

建設業務及び既存施設の解体撤去業務に関する工事監理 

行政手続き等関係機関の検査立会・手続き等対応 

出来高検査等があった場合の出来高審査 

工事施工者から提出される工事期間中の出来高払いの請求について、事業契約書や本

要求水準書に適合しているかどうかを技術的に審査し、本市に報告すること。 

工事期間中の市民等への対応 

工事監理者は、整備予定地の近隣住民等への対応に関し、必要に応じて本市や工事施

工者に協力すること。また、本市から協力・助言を求められた場合は、速やかに対応す

ること。 

その他関連業務 
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表 7 業務着手時の提出書類 

品 目 部数 備 考 

業務責任者通知 
２ 

管理技術者届兼経歴書、 

現場代理人届兼経歴書 

業務計画書 ２  

組織図 ２ Ａ３判 

再委任通知書 

再委任事務所担当表 
２ 

 

 

表 8 業務期間中の提出書類 

品 目 部数 備 考 

工事監理業務報告書 ２ 1か月毎  

変更設計図、変更工事費内訳書 ２  

指示・承諾・協議・提出・報告書  ２  

その他 必要とされる資料 適宜 本市と協議 

 

表 9 業務完了時の提出書類 

品 目 部数 備 考 

要求水準との整合性の確認結果報告書 ２  

提案項目との整合性の確認結果報告書 ２  

設計変更図（完成図） 適宜 製本2部 又は 3部 

設計変更図等電子データ（CAD等含む） 1 CD-R 又は DVD-R 

設計・施工数量確認書 ２  

その他 必要とされる資料 適宜 本市と協議 
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第５章 建設業務の要求水準 

建設業務の内容 

本施設の敷地の造成及び施設建設業務 
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表 10 施工期間中の提出書類等 

品 目 部数 備 考 

工事実績情報登録の写し 1 変更がある場合 

工程表（週間工程、月間工程） 1 工事着工前  

施工図・納入仕様書  1  

材料・機器承諾願  １  

各種試験報告書（鉄筋、コンクリート等） 1 試験完了後至急 

各種施工報告書（杭打等） 1 施工完了後至急 

月報 1 毎月初め、出来高率含む 

日報 1  

各工程検査立会記録 1  

工事写真 1 1か月毎 

出来高調書・図面 ２ 数量根拠含 

設計変更資料 ２ 数量・単価根拠・図面含む 

打合せ記録簿 1  

各種官公署届出書（写し） 1  

その他 必要とされる資料 適宜 本市と協議 
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表 11 工事完成時の提出物 

品 目 部数 備 考 

要求水準との整合性の確認結果報告書 ２  

提案項目との整合性の確認結果報告書 ２  

完成届 ２  

完成写真（竣工写真は指示による） ２ アルバム 

工事写真（1か月毎に提出したものを整理） ２ 
着工前写真～完成写真まで 

綴じ込み・写真データ共 

完成図 

２ 

４ 

１ 

Ａ１判（二ツ折製本） 

Ａ３判（二ツ折製本） 

原図（CADデータ） 

施工図（主要機器等完成図含む） ２ 製本 

増減内訳書 ２ 図面・数量等根拠含む 

各種試験成績報告書 １ 報告書（原本）＋写真綴じ 

資材納入伝票、出荷証明書、品質証明書・納品書 １  

建設業退職金共済制度に係る共済証紙受払簿 １  

建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書 ２  

設備関係各種検査合格証明等 １  

備品リスト ２  

関係機関関係書類・一覧表 ２  

建築基準法等の法令に基づく検査済証 1  

計画通知、関係規定等行政届出書類の写し  ２ 
検査済証、合格済証含む 

一覧表含む 

消防設備一覧表 1  

産業廃棄物処理関係書類 1 マニフェストの写し等 

引渡書（一覧表含） ２ 建物・鍵・提出物書類 

鍵  ２ 番号一覧表付キーボックス 

保証書（機器、防水、植栽等） ２  

施設管理マニュアル （機器等取扱説明書含） ２ 
メーカーリスト、協力（下請）

業者一覧表 

再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 1  

完成図等電子データ 1 CD-R 又は DVD-R  

工事実績情報登録の写し（コリンズ・竣工） 1  

予備品リスト ２  

提出物書類の電子データ 1 CD-R 又は DVD-R 

その他 必要とされる資料 適宜 本市と協議 
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建設業務に係る各種申請等の業務 

近隣対応・対策業務 

所有権設定に係る業務 

事業者は、「２．③d）」に示す完成確認通知を受領した後、引渡し予定日までに本施

設の所有権を本市に移転する手続きを行うこと。 

その他関連業務 

検査 

事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験を行うこと。なお、検査・試

験項目及び日程については、事前に本市に連絡し、承認を得ること。 



34 

保険 

事業者は、自らの負担により、建設期間中、次の保険に加入するものとする。 

工事中の施設等に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償する保険。 

工事中に、第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対して補償する保険。 

事業者は、自らの負担により、その他必要と考えられる保険に加入するものとする。 
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第６章 既存施設の解体撤去等業務 

この章では、既存施設の解体・撤去等業務に係る要求水準を示す。 

既存施設の概要 

計画敷地の既存施設及び構造物（擁壁を含む）の概要は表12のとおりであり、原則とし

てすべて解体・撤去すること。既存碑の移設等は提案に委ねる。 

なお、敷地内の埋蔵文化財については、試掘調査したが遺構・遺物は一切認められなかっ

たことから、いかなる建築計画であっても問題はない。ただし、造成等作業時には「土木

工事等による埋蔵文化財包蔵地の発掘通知」を遅滞なく本市社会教育課へ提出すること。 

表 12 既存施設一覧 

対象施設 施設構成 施設構造 延床面積 建築年 

上野小学校 

校舎① ＲＣ造 地上３階建 806㎡ 昭和 33年 3月 

校舎② ＲＣ造 地上３階建 1,181㎡ 昭和 35年 5月 

校舎③ ＲＣ造 地上３階建 540㎡ 昭和 38年 2月 

校舎④ ＲＣ造 地上３階建 1,521㎡ 昭和 35年 5月 

校舎⑤ ＲＣ造 地上３階建 1,801㎡ 昭和 45年 3月 

校舎⑥ ＲＣ造 地上２階建 1,133㎡ 昭和 51年 3月 

屋内運動場 ＲＣ造 地上２階建 866㎡ 昭和 43年 5月 

プール附属室 ＲＣ造 地上１階建 79㎡ 昭和 46年 6月 

プール ＲＣ造 25m×6コース ― ― 

配膳室 ＲＣ造 地上１階建 103㎡ 昭和 46年 3月 

休養室 Ｓ造 地上１階建 39㎡ 昭和 54年 8月 

陶芸小屋 Ｓ造 地上１階建 10㎡ 平成 3年 7月 

倉庫 □1  Ｗ造 地上１階建 21㎡ 昭和 45年 6月 

倉庫 □2  Ｗ造 地上１階建 7㎡ 昭和 57年 8月 

倉庫 □3  Ｓ造 地上１階建 19㎡ 平成 3年 7月 

その他 
擁壁 資料 4及び資料 5参照 ― ― 

付帯施設 放課後こどもクラブ、倉庫等 ― ― 
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図 2 既存施設の配置図 

既存施設の解体撤去等業務の内容 

解体撤去に伴う事前調査業務及びその関連業務 

解体設計業務及びその関連業務に伴う各種許認可手続き等の業務 
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解体撤去工事業務・廃棄物処理等業務 

解体撤去工事に伴う近隣対応・対策業務 

その他関連業務 


